
第１号区分 第２号区分 第３号区分 第４号区分 第５号区分 第６号区分 第７号区分 第８号区分

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級 １級

平成１８年４月１日以降の期間 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級 １級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ５級 ４級 ３級・２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ５級 ４級 ３級・２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級 １級

平成１８年４月１日から平成２
３年３月３１日までの期間 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級・１級

平成２３年４月１日から平成２
８年３月３１日までの期間 8級・７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級・１級

平成２８年４月１日以降の期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成８年７月１日から平成１８
年６月３０日までの期間 ８級・７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級・１級

平成18年７月１日から平成23
年 ３月31日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級・１級

平成23年４月１日から平成27
年３月31日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成２７年４月１日以降の期間 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級・１級

平成８年７月１日から平成１８
年６月３０日までの期間 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成18年７月１日から平成23
年　３月31日までの期間 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成２３年４月１日以降の期間 ６級 ５級・４級・３級 ２級・１級

別表（第８条の３関係）

組合市
町村名

給料表名 期　　間
職員の区分

伊勢原市

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）

海老名市

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）

南足柄市

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）



第１号区分 第２号区分 第３号区分 第４号区分 第５号区分 第６号区分 第７号区分 第８号区分

別表（第８条の３関係）

組合市
町村名

給料表名 期　　間
職員の区分

平成９年４月１日から平成１９
年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１９年４月１日以降の期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成９年４月１日から平成１９
年３月３１日までの期間

６級（在職期
間６０月以上）

６級（左記以外
の者）

５級・４級 ３級・２級・１級

平成１９年４月１日以降の期間 ６級（在職期
間６０月以上）

６級（左記以外
の者）

５級・４級 ３級・２級・１級

平成８年１０月１日から平成１
８年９月３０日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年１０月１日以降の期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成８年１０月１日から平成１
８年９月３０日までの期間 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年１０月１日以降の期間 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ４級 ３級・２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ４級 ３級・２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ３級 ２級A・２級B・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ３級 ２級A(勤続２１年
以上)

２級A(勤続２０年以

下)・２級B・１級

葉山町

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）

寒川町

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）

大磯町

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）

幼稚園教育職



第１号区分 第２号区分 第３号区分 第４号区分 第５号区分 第６号区分 第７号区分 第８号区分

別表（第８条の３関係）

組合市
町村名

給料表名 期　　間
職員の区分

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ８級・７級 ６級 ５級 ４級(係長職) ４級(主査職) ３級・２級・１級

平成1８年４月１日から平成２
８年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級・１級

平成２８年４月１日以降の期間 ６級 ５級 ５級（主幹職） ４級（班長職）
４級（左記以外
の者）･３級（主

査職）

３級（左記以外の
者）・２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ５級 ４級・３級・２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ５級 ４級・３級・２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ４級 ３級・２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ４級 ３級・２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間

５級・４級・３級
(在級１２０月以上)

３級(左記以外の者)・
２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ５級
４級・３級(在級１
２０月以上)

３級(左記以外の者)・
２級・１級

二宮町

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）

中井町

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）

大井町

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）



第１号区分 第２号区分 第３号区分 第４号区分 第５号区分 第６号区分 第７号区分 第８号区分

別表（第８条の３関係）

組合市
町村名

給料表名 期　　間
職員の区分

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級・１級

行政職給料表（二）
平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間

４級・３級(在級
期間が１２０月を
超える者)

３級(左記以外の者)・
２級・１級

行政職給料表（二） 平成１８年４月１日以降の期間
４級・３級(在級
期間が１２０月を
超える者)

３級(左記以外の者)・
２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ３級

２級(診療所
長の職にある

者)

２級(左記以
外の者)

１級(診療所長
の職にある者)

１級(左記以外の者)

平成１８年４月１日以降の期間 ３級
２級(診療所
長の職にある

者)

２級(左記以
外の者)

１級(診療所長
の職にある者)

１級(左記以外の者)

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間

４級・３級(在級
期間が１２０月を
超える者)

３級(左記以外の者)・
２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間
４級・３級(在級
期間が１２０月を
超える者)

３級(左記以外の者)・
２級・１級

行政職給料表（一）

医療職給料表

山北町

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）

松田町

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）

開成町



第１号区分 第２号区分 第３号区分 第４号区分 第５号区分 第６号区分 第７号区分 第８号区分

別表（第８条の３関係）

組合市
町村名

給料表名 期　　間
職員の区分

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ４号給 ３号給 ２号給・１号給

平成１８年４月１日以降の期間 ４号給 ３号給 ２号給・１号給

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ４級 ３級・２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ４級 ３級・２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ４級 ３級・２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ４級 ３級・２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ３級(所長) ３級(医長) ３級(その他) ２級 １級

平成１８年４月１日以降の期間 ３級(所長) ３級(医長) ３級(その他) ２級 １級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日から平成21
年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成２１年４月１日以降の期間 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

特定任期付職員

行政職給料表（一）

開成町

箱根町

行政職給料表（二）

真鶴町

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）

医療職給料表

行政職給料表（一）湯河原町



第１号区分 第２号区分 第３号区分 第４号区分 第５号区分 第６号区分 第７号区分 第８号区分

別表（第８条の３関係）

組合市
町村名

給料表名 期　　間
職員の区分

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ４級・３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級・１級

平成18年４月１日から平成23
年　３月31日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級・１級

平成23年４月１日以降の期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ６級 ５級・４級 ３級・２級・１級

平成18年４月１日から平成23
年　３月31日までの期間 ６級 ５級・４級 ３級・２級・１級

平成23年４月１日以降の期間 ６級 ５級・４級・３級・２級・1級

特定任期付職員 平成28年４月１日以降の期間 ５号給 ４号給 ３号給 ２号給・１号給

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

行政職給料表（二）

医療職給料表

愛川町

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）

湯河原町

清川村 行政職給料表（一）



第１号区分 第２号区分 第３号区分 第４号区分 第５号区分 第６号区分 第７号区分 第８号区分

別表（第８条の３関係）

組合市
町村名

給料表名 期　　間
職員の区分

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級 １級

平成１８年４月１日から平成23
年３月３１日までの期間 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級 １級

平成２３年４月１日から平成２
８年３月３１日までの期間 8級・７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級・１級

平成２８年４月1日以降の期間 8級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成８年７月１日から平成１８
年６月３０日までの期間 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級・１級

平成１８年７月１日以降の期間 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日から平成21
年11月30日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成21年12月１日以降の期間 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ４級・３級 ２級・１級

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級・２級・１級

高座清掃
施設組合

行政職給料表（二）

足柄上衛
生組合

行政職給料表（一）

行政職給料表（一）

湯河原町
真鶴町衛
生組合

行政職給料表（一）

行政職給料表（二）

足柄東部
清掃組合

行政職給料表（一）



第１号区分 第２号区分 第３号区分 第４号区分 第５号区分 第６号区分 第７号区分 第８号区分

別表（第８条の３関係）

組合市
町村名

給料表名 期　　間
職員の区分

平成８年４月１日から平成１８
年３月３１日までの期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

平成１８年４月１日以降の期間 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級・３級 ２級・１級

７級

足柄西部
清掃組合

行政職給料表（一）

６級 ５級 ４級 ３級 ２級・１級

神奈川県町
村情報シス
テム共同事

業組合

行政職給料表（一） 平成２３年４月１日以降の期間
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